
新潟県における
植物性自然毒食中毒への対応
（毒きのこを中心に）

福祉保健部生活衛生課

ツキヨタケ【毒】
新潟県内で最も食中毒
が多いきのこ
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新潟県内で発生した
植物性自然毒食中毒（過去10年・年別）

毒きのこ食中毒
発生警報発令

統計が残る昭和57年以降
初めて毒きのこ食中毒の
発生報告なし
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毒きのこ 毒草

新潟県内で発生した
植物性自然毒食中毒（過去10年・月別）

毒きのこ食中毒予防強化期間
（９月１日～11月15日）

• 新潟県食品衛生監視指
導計画に基づき設定

• 重点的に予防策を実施

春

秋



ヒメザゼンソウ, 

3

スイセン, 

3

コバイケイソウ, 

2

その他, 6

新潟県内で発生した
植物性自然毒食中毒（過去10年・種類別）

ツキヨタケ, 

17

ドクササコ, 4

その他, 6

毒きのこ 毒草

数字は発生件数



事例① 知人からもらったきのこ（R1年11月）

ツキヨタケ【毒】

•知人から山で採取したきのこをもらい、きのこ汁に調理
して食べた３人が、約30分後に吐き気・おう吐を呈した。

•残品の鑑別の結果、有毒の「ツキヨタケ」であった。

•知人は食用の「ムキタケ」と思って採取していた。

（知人宅にあった残品は「ムキタケ」のみであり、「ムキタ
ケ」と「ツキヨタケ」の両方を採取したと考えられた。）

ムキタケ【食】



事例② 自宅に生えていたきのこ（R4年11月）

•自宅敷地に生えていたきのこを採り、きのこ汁に調理し

て食べた５人が、約12時間後に下痢・腹痛等を呈した。

•残品の鑑別の結果、有毒の「コレラタケ（ドグアジロガ

サ）」であった

•例年、敷地に食用の「ナラタケ」が生えていたことから

誤って採ったもの

コレラタケ【毒】ナラタケ【食】



新潟県における
植物由来食中毒予防のための取組

【予防の心得】

（１）食用と正確に判断できない植物（きのこ）は

絶対に「採らない」「食べない」「人にあげない」

（２）食用植物（きのこ）と有毒植物（きのこ）は

同じ場所に生えることがあるので

採る際は１本ずつよく確認する。

クサウラベニタケ【毒】
（別名：名人泣かせ）



新潟県における予防啓発事業

（１）にいがた食の安全・安心サポーターによる啓発

(2)リーフレットの作成・配布

(3)マスメディアを活用した啓発

(4)店頭掲示板による啓発

(5)インターネットを活用した啓発

（6）毒きのこ食中毒発生注意報・警報

※ 毒きのこについては、９月１日から11月15日まで

の予防強化期間に重点的に実施



•食の安全に関する豊富な知識を持つ人材をサポーターに
委嘱し、県民への普及啓発に取り組んでいただく。

（にいがた食の安全・安心基本計画の施策の一つ）

•現在35名中、12名がきのこに関するサポーターとして、
きのこ鑑別相談やきのこ講習会の講師として活躍

•活動日数・利用者数（きのこ関係）

(1)にいがた食の安全・安心サポーターによる啓発

平成30年度 延べ408日 2,854人

令和元年度 〃 398日 3,351人

令和２年度 〃 332日 1,915人

令和3年度 〃 323日 2,265人

ハイイロシメジ【毒】
事故はあまり多くないが
鑑別相談が比較的多い



きのこ講習会

•県内各地の食品衛生協会が主催

• サポーターを講師に招き、住民を対象に野生きのこの
見分け方や採取の注意点を講習

採取された野生きのこの展示の様子



きのこ講習会

きのこの名称と食毒区分を記入して展示



(2)リーフレットの作成、配布（きのこ）
おもて 裏

Ａ４版



(2)リーフレットの作成、配布（山野草）
おもて 裏

Ａ４版



(3)マスメディアを活用した啓発

新聞（県の広報欄）テレビ
（県からのお知らせ）

画面イメージ



（４）店頭掲示板による啓発

A4版
①

A4版
②

掲示板の台紙
（Ｂ２版）

515mm

7
2
8
m
m

•平成19年から実施

•県内スーパーマーケット等
約200店舗の協力を得て、
店頭に掲示板を設置

•県から年20回ほど配信す
る食の安全情報を掲示し、
消費者に見てもらう。

県
事業者

(協力店)
消費者

①掲示板台紙を配布

②食の安全情報
をメール

③カラー印刷
し、掲示



店頭掲示板（R3.9.21号）

クイズ「きのこにまつわる言い伝え編」



店頭掲示板（R4.3.14号）

クイズ「キケン発見！毒草編」



(5)インターネットを活用した啓発①

ホームページ「にいがた食の安全インフォメーション」
http://www.fureaikan.net/syokuinfo/



（５）インターネットを活用した啓発②

第754号（令和４年10月６日）

▽▲食用と正確に判断できないきのこは絶対に「採らない！」
「食べない！」「人にあげない！」▲▽

朝晩、涼しくなってきましたね。
これからの時期にきのこ採取に出かける方も多いと思います
が、県内では例年毒きのこによる食中毒が発生していることか
ら、県では９月１日から11月15日までを「毒きのこ食中毒予防
強化期間」としています。
食用と正確に判断できないきのこは、絶対に「採らない！」
「食べない！」「人にあげない！」を守り、楽しく、おいしく
きのこを味わいましょう。

メールマガジン
（毎週木曜発行）



（６）毒きのこ食中毒発生注意報・警報

毒きのこ食中毒予防強化期間中（9/1～11/15）に最初の
毒きのこ食中毒が発生したら、注意報を発令（報道発表）

次に該当する場合、警報を発令（報道発表）

ア 毒きのこ食中毒が今後も継続発生する恐れあり

イ 死者又は重症者が発生

警報発令年（平成20年以降で）

平成28年（毒きのこ食中毒７件）

平成23年（ 〃 ８件）

平成22年（ 〃 ８件） カエンタケ【猛毒】
平成11年県内で死者１名発生


